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業務別発注概要書 
Ａ 入札参加資格等 
委託番号 平成２５年度  Ｉ１０８－Ｙ２３ 

業務名 県単道路改築事業 
地形・路線測量業務委託 

委託箇所 国道３４２号   雄勝郡東成瀬村椿川字下村 
予定工期 平成２６年 １月３１日まで 
予定価格 ２，１３１，５００円 （消費税及び地方消費税を含む。） 

業務概要 

・３級基準点測量  2 点    
・４級基準点測量  5 点    
・地形測量 1/500    0.013km2 
・路線測量     0.28km 

低入札価格調査制度適用の有無 無 
最低制限価格制度の適用の有無 有 
入札参加形態 単体 

入 

札 

参 

加 

者 

の 

資 

格 

秋田県入札制度実施

要綱・有資格者名簿 
登載業種 測量業務 
登載部門 測量一般部門 

政令等の

規程によ

る登録 

登録規程等 測量法（昭和２４年法律第１８８号） 
営業所の所在地 主たる営業所を雄勝地域振興局管内に有する 
県外企業の入札参加 入札参加できない 

企業の技

術者保有

数 

技術者保有数の区分 有 Ｂ又はＣ 

技術者保有数の内訳 

Ａ 測量士が６人以上かつ測量士及び測量士補の合計が９人以上 
Ｂ 測量士が４人以上かつ測量士及び測量士補の合計が６人以上 

（Ａを除く） 
Ｃ 測量士が２人以上かつ測量士及び測量士補の合計が３人以上 

（Ａ及びＢを除く） 
同種類似

業務の実

績 

実績の有効期間 不要 
業務の内容 － 
共同企業体出資比率 － 

配置予定

技術者の

資格経歴 

管理 
技術者 

資格要件 測量士 
実績要件 不要 

担当 
技術者 資格要件 測量士１名及び測量士又は測量士補１名 

そ
の
他
の
事
項 

(1) 企業の技術者保有数（県内営業所の技術者に限る）は、入札参加申込申請期限の日以前に３月以上の直接

かつ恒常的な雇用関係にある者とする。（ただし、技術者の入退社による技術者保有数の継続が認められる

場合はこの限りでない。） 
(2) 県内に主たる営業所がある事業所の配置予定技術者は、原則として入札参加資格確認申請期限の日以前に

３ヶ月以上県内に居住している者とする。 
 
○ 本業務(I108-Y23)又は関連する業務(I108-Y19)の落札候補者となった者は、落札候補となった業務以外の関

連業務について入札参加要件を有しないものとする。 
 なお、関連業務及びその開札の順番は次のとおりとする。 

① 県単道路改築事業   地形・路線測量業務委託  I108-Y19 
② 県単道路改築事業   地形・路線測量業務委託  I108-Y23 
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業務別発注概要書 
Ｂ 入札関係書類提出方法等 
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
等 

提出期間 
（サーバー停止時間は除く） 

平成２５年１０月２９日（火）から 
平成２５年１０月３１日（木）正午まで 

提出書類等 

ア 競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 
イ 配置予定技術者の資格・業務経歴等（様式第３号）及びその添付書類 
ウ 会社の所属技術者（測量士及び測量士補）名簿（様式第３号の２） 
エ 在籍証明書（様式第３号の４） 
オ 測量法の規定に基づく登録通知の写し 

提出方法 
・提出先 

秋田県電子入札システム アの提出不要 
郵送または持参を認めら

れた者 
秋田県雄勝地域振興局総務企画部総務経理課 
総務経理班ヘ上記全て１部持参 

設計図書等の閲覧期間 
（サーバー停止時間は除く） 

平成２５年１０月２９日（火）から 
平成２５年１１月 ５日（火）まで 

設計図書等に対する質問期限 平成２５年１０月３０日（水）まで 
設計図書等に対する回答期限 平成２５年１０月３１日（木）まで 
入札書の提出期限 
（サーバー停止時間は除く） 

平成２５年１０月３１日（木）午後１時から 
平成２５年１１月 ５日（火）午後３時まで 

紙入札者の入札書の提出先 秋田県雄勝地域振興局総務企画部総務経理課総務経理班 
開札予定時刻 平成２５年１１月 ６日（水）午前１０時 
落札決定通知日（予定） 平成２５年１１月 ６日（水） 

問
い
合
わ
せ
先 

入札に関する

事項 

機関 秋田県雄勝地域振興局総務企画部総務経理課総務経理班 
所在 秋田県湯沢市千石町二丁目１－１０ 
電話 ０１８３－７３－８１９４ 

設計図書等に

関する事項 

機関 秋田県雄勝地域振興局建設部企画調査課企画監理班 
所在 秋田県湯沢市千石町二丁目１－１０ 
電話 ０１８３－７３－６１６４ 

そ
の
他
の
事
項 

 
※本入札の予定価格及び低入札価格調査基準価格（最低制限価格制度を適用する場合にあっては

最低制限価格）の消費税及び地方消費税の税率は５％で算出している。 
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもっ

て落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
 
 
 
 
 
 

 


